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板橋区立小茂根図書館敷地の一部返還について 

 

都営住宅内に設置している小茂根図書館の一部敷地について、下記のとお

り東京都へ返還を行う。なお、建物及び図書館利用者駐輪場については変更を

行わない。 

記 

 

１ 所在地及び都営住宅名称 

   板橋区小茂根一丁目３０１５番ほか 

    （住所 小茂根一丁目６番２号） 

   小茂根一丁目アパート 

２ 許可を受けた使用期間 

   令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日（５年） 

３ 許可を受けた使用面積 

   土地    ９４０．４１㎡ 

   建物  １，４９３．４６㎡ 

４ 一部返還する面積 

   土地     ９６．８８㎡ 

５ 変更後の使用面積 

   土地    ８４３．５３㎡ 

   建物  １，４９３．４６㎡ 

６ 返還理由 

    一部敷地について、区営自転車駐車場の設置が検討されており、図 

書館として使用しないこととなったため。 

７ その他 

    小茂根図書館は指定管理者制度による運営を行っているが、この一

部返還は協定内容に影響しない。 

 

【問合せ先】  

教育委員会事務局 中央図書館 図書館政策係 

電 話 ６２８１―０２９２ 


